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建設コンサルタント業務の競争入札に係る最低制限価格の設定について 
 
 

 地方自治法施行令第１６７条の１０第２項及び新潟市水道局契約規程第１２条第
１項の規定により定める最低制限価格について、以下のとおりとします。 

 
 

記 

 

 
１ 最低制限価格を設けることができる対象 

  競争入札により契約締結する予定価格２００万円超の建設コンサルタント業務 

 

２ 最低制限価格の設定方法 

  次のいずれかの方法により設定しますが、電子入札の対象案件については、変動 

制により設定します。 

 

（１）変動制による方法（別紙 最低制限価格の設定例参照） 
予定価格（税抜）以内の入札のうち、予定価格（税抜）×８０％未満の入札を

除いた入札の平均額（税抜、円未満切捨て）×８５％で最低制限価格を設定する。 
全者が８０％を下回るなど、平均額が算出できない場合は、予定価格（税抜）

の８５％を最低制限価格（税抜）とする。 
※平均額 × ８５％ ＝ 最低制限価格（税抜、円未満切捨て） 
 

（２）固定制による方法 
予定価格の６０％から８５％の範囲で最低制限価格基本価格を設定し、開札時

に設定するランダム係数を乗じて最低制限価格を設定する。 
※最低制限価格基本価格の設定方法は非公表ですが、概ね国土交通省の低入札価
格調査基準の水準となるように設定します。 

 
 

３ 施行期日 令和７年４月１日以降の指名通知、入札公告案件から実施 

 
 
 
 
 

 



別紙 最低制限価格の設定例 
 
 
・予定価格 ９，０００，０００円（税抜）の場合 

７，２００，０００円（９，０００，０００円×８０％）を下回る入札は、最低
制限価格の計算から除外 

 
 

例１ 

入
札
参
加
者
の
入
札
順
位
・
金
額 

入札順位 

（低い順） 
入札金額 備  考 

１位  ６，９００，０００円 平均から除外 無効 

２位  ７，６００，０００円 落札者 

３位  ７，８００，０００円  

４位  ８，４００，０００円  

５位  ８，８００，０００円  

６位 １０，０００，０００円 超過 

平均額  ８，１５０，０００円 除外、超過を除く２位～５位の平均 

最低制限価格 

（平均額×８５％） 

 ６，９２７，５００円 

（8,150,000×85%） 
 

 

 

 

例２ 

入
札
参
加
者
の
入
札
順
位
・
金
額 

入札順位 

（低い順） 
入札金額 備  考 

１位  ６，７００，０００円 平均から除外 無効 

２位  ７，１００，０００円 平均から除外 落札者 

３位  ７，８００，０００円  

４位  ８，０００，０００円  

５位  ８，２００，０００円  

６位 １０，０００，０００円 超過 

平均額  ８，０００，０００円 除外、超過を除く３位～５位の平均 

最低制限価格 

（平均額×８５％） 

 ６，８００，０００円 

（8,000,000 円×85%） 
 

 

 

最低制限価格を下回る 
入札のため無効 

予定価格以内、最低制限価格

以上の範囲で、最低価格入札

者が「落札者」 

予定価格を上回る 
入札のため超過 

予定価格の８０％を下回った

ため平均から除外 



例３ 

入
札
参
加
者
の
入
札
順
位
・
金
額 

入札順位 

（低い順） 
入札金額 備  考 

１位  ６，６００，０００円 平均から除外 無効 

２位  ６，７００，０００円 平均から除外 無効 

３位  ６，８００，０００円 平均から除外 無効 

４位  ６，９００，０００円 平均から除外 無効 

５位  ７，０００，０００円 平均から除外 無効 

６位   ７，１００，０００円 平均から除外 無効 

平均額 ― 対象札がなく算出不可 

最低制限価格 

（平均額×８５％） 

 ７，６５０，０００円 

（9,000,000 円×85%） 
予定価格×８５％ 

 

 予定価格～予定価格の８０％以

上の範囲に入札がなかったため、

予定価格×８５％が最低制限価

格 

最低制限価格

を下回る入札

のため無効 

全者無効のため、入札中止 


